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移転価格税制に基づく更正処分等に係る減額再更正処分に関するお知らせ 

当社は、2011年３月期から2015年３月期までの事業年度（以下、後続年度）におけるポーランド子会社と当社との取引に

関し、2017年６月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分等（以下、後続年度更正処分等）を受け、2019年12 

月に処分の取消しを求めて東京地方裁判所に対して訴訟を提起しておりましたが、本日、名古屋国税局より、後続年度更

正処分等を減額再更正する内容（以下、本件減額再更正処分）の更正通知書を受領しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

記 

１．これまでの経緯及び本件減額再更正処分の内容 

(1) 先行年度更正処分等について

当社は、後続年度に先行する2007年３月期から2010年３月期までの事業年度（以下、先行年度）におけるポーランド子会

社と当社との取引について、2012年３月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分等（以下、先行年度更正処分

等）を受け、地方税を含めた追徴税額約 62 億円を納付いたしました。 

その後、審査請求において法人税額・地方税額等約１億円の還付がなされた後、残額の還付を受けるため取消訴訟を

提起し、2020年11月、東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について、

先行年度更正処分等を取り消す旨の判決が言い渡されました。 

さらに、2022 年３月、東京高等裁判所において東京地方裁判所の第一審判決を是認する旨の控訴審判決が言い渡され、

確定しました（2022 年３月 25 日付け「移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る控訴審判決の確定に関するお

知らせ」をご参照下さい。）。  

(2) 後続年度更正処分等について

当社は、後続年度におけるポーランド子会社と当社との取引に関しても同様に、2017年６月に名古屋国税局より後続年

度更正処分等を受け、地方税を含めた追徴税額約 85 億円を納付いたしましたが、処分の取消しを求め、2018年７月に名

古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019 年７月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しておりました。しかし

ながら、この段階では法人税額・地方税額等約４億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考

え、2019 年 12 月に東京地方裁判所に対して後続年度更正処分等の取消訴訟（以下、後続年度取消訴訟）を提起しました

（2019 年 12 月 25 日付け「移転価格税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起について」をご参照下さい。）。 

後続年度取消訴訟は東京地方裁判所において現在も審理中ですが、本日、名古屋国税局より、本件減額再更正処分

に係る更正通知書を受領しました。本件減額再更正処分により後続年度におけるポーランド子会社と当社との取引に関し、

法人税額・地方税額等の納付すべき税額が減額されます。これにより、納付済みの法人税額・地方税額等約 77 億円が還

付されます。なお、当社は、本件減額再更正処分により納付済みの追徴税額の相当部分が還付されること等を総合的に考

慮し、後続年度取消訴訟を取り下げる予定です。 

２．今後の見通し 

本件減額再更正処分により還付される法人税額・地方税額等約 77 億円は、還付に伴い発生する還付加算金と合わせ

て当期純利益の増加要因として 2023 年３月期に計上いたします。その他、本件減額再更正処分が当社の連結業績に与え

る影響については、現在精査中であり、適時開示が必要になった場合には速やかにお知らせいたします。 

以 上 




